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【要旨】
本研究は、生涯学習プログラム編成に影響を及ぼす要因を解明する研究の一環として、

生涯学習関連事業への市民参画の規定要因を明らかにすることを目的とした。ここでは、
生涯学習関連事業への参画を計画段階、展開段階、評価段階の３段階の作業に分け、市民
の個人的要因と考えられる計36要因の中から市民参画を強く規定する要因をロジステイツ
ク回帰分析により明らかにした。
分析の結果、市民の生涯学習関連事業への参画経験は市民の過去のグループ・サークル
活動経験や、公的な生涯学習施設の学習機会提供事業への参加経験などに強く規定され、
それらはいずれもプラス効果要因であることや、反対に通勤･通学時間の過度の負担は、市
民参画にマイナス要因として働くなどが明らかとなった。市民参画の経験は、市民の個人
的要因のみでかなり予測可能である。

１．研究の目的
本研究は、生涯学習プログラム編成に影響を及ぼす要因を解明する研究の一環として、
生涯学習関連事業への市民参画の規定要因を明らかにすることを目的としている。本研究
で取り上げる生涯学習関連事業への市民参画とは、学校や公民館、生涯学習センターなど
の公的教育・学習関連施設（以下、公的教育施設とする）における学習プログラム編成に
必要となる諸作業への市民の参加・協力を意味している。具体的には学習プログラムの計
画や展開、評価に関する諸作業への市民の参加・協力を取り上げる。
市民参画の規定要因にもさまざまなものがあると考えられるが、ここでは特に市民の個
人的要因に着目しその影響力を明らかにする。本研究で取り上げる個人的要因の詳細は後
述するが、ここでは市民の性別・年齢などの属性要因、就労条件要因、子どもや介護の有
無といった家族・家庭環境要因、個人の学習資源の活用能力に関する要因、グループ・サ
ークル活動の経験といった学習行動要因などから規定力の強い要因を解明する。
今日の行政は各種事業を職員のみで実施する体制から､NPO,NGO等の組織や市民個人と
の多様な連携・協力体制に基づく実施へと変化が求められている。その動向は学校をはじ
め公民館、生涯学習センターといった公的教育施設における事業においても同様である。
特に近年、生涯学習関連事業への市民参画の重要性が、国のいくつかの答申で重ねて指摘
されている。
生涯学習審議会答申（平成８年）では、事業計画への市民参画はそれが利用者の立場に
たった施設運営に資するところが大きいとしてその重要性を指摘した。同様に生涯学習審
議会答申（平成11年）では、特に青少年のプログラムの企画段階からの参加が子どもたち
の自主性を育むこと、また地域社会が担い手となる子供の学習機会の提供は、優れた内容
の学習機会に繋がることを指摘しその促進を求めている')｡さらに､中央教育審議会答申(平
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成16年３月）は学校の管理運営においてもこれまでの学校評議員制度の改善や保護者や地
域住民の意見や要望を聞く相談窓口の拡充といった既存の枠組みを超えて、保護者や地域
住民がより主体的に参画することの意義を指摘し、制度的改革や法令上の根拠を与える必
要性を述べている2)◎実態としても、市民参画条例などの法的体制を整備して、市民参画の
推進に取り組む都道府県や市町村の数は増加している。
一方、教育学の分野で市民参画を対象とする研究は、市民参画の実践が多様な形態で進

展するのに対していまだ十分とはいえない。特に生涯学習関連事業への市民参画の規定要
因を実証的に解明する研究は少ない。先行研究としては、学習プログラム編成の市民参画
に影響を及ぼす施設側の人的・物的．財政的要因や学習関連要因や、あるいは施設の存在
する地域の学習環境要因や自然環境要因の影響力を明らかにする研究（金藤1998,金藤
2000）3)があげられるが、本稿で取り上げる市民参画に対する市民の個人的要因の影響力は
殆ど解明されていない。
教育・学習関連事業における市民参画の推進は、市民の活動の場や機会を増加し、ある
いは上述のような法的・制度的改革などの条件整備のみで進展するとは考えられない。市
民参画の推進は、社会のそうしたインフラ整備と共に参画の主体となる市民個人の特性を
理解し、その阻害要因を排除し、促進要因に働きかえるアプローチが必要となるだろう。
本研究において市民参画の個人的要因の一端を解明することは、市民参画の規定要因を探
る研究に新たな知見を加え、さらに市民参画の推進を図る上で必要となる具体的なアプロ
ーチの手がかりを提供することにつながるだろう。

２．研究の方法
(1)本調査の概要と分析方法
本発表は、茨城県ひたちなか市（人口121,166名：平成14年４月現在）で実施された市
民6,000名を対象とする調査（茨城県ひたちなか市教育委員会『ひたちなか市の生涯学習
活動に関する実態調査研究報告書』平成１４年１１月)の再分析を行うものである。本調査
はひたちなか市教育委員会が常磐大学生涯学習研究会（代表坂本登）に委嘱し実施され
た。
本調査は住民基本台帳を基に、20歳以上～80歳未満の市民115,754人を対象に、年齢と

性別による層別無作為抽出法を用いてサンプリングを行った｡郵送法による調査の結果､
第１表に示すように有効回収数は総計2,719、有効回収率は45.3％であった。なお、サン
プリング誤差は信頼度９５％で最大の場合、±1.9％であったり。関東北部に位置づく中規模
都市のデータを活用する主な理由は次の２点にある。まず本調査の回収率やサンプリング
誤差より判断すれば、母集団の推定に対して精度の高い分析結果が得られると考えたため
である。第２の理由は、市民参画への取り組みの全国的傾向を捉えるには全国調査の実施
が望ましいのはいうまでもないが、市民参画の規定要因を解明する第１段階の本研究では、
大都市や地方小都市でなく、地方中規模都市の市民データによって比較的平均的な市民参
画の実態を解明できると考えたためである。
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という計画段階への参画経験を有する者は、全体の12.5％を占めた。次いで、市民や子
どもの学習の指導や手伝いの展開段階への参画経験者は全体の10.0%を占めた。
一方、施設のあり方や運営の仕方について意見を述べたり評価を行ったという評価段階

の参画経験者は、全体の3.5％と少ない割合に止まっている。計画や展開段階への参画経
験者は市民の１０人に１名程度存在するが､評価段階への参画は極めて限られた市民に限定
されていると言えよう。なお、過去に参画経験が全くない市民は全体の約７０%を占めてい
る。

第３表生涯学習関連事業への市民参画の経験

n=2,614,複数回答

（２）生涯学習関連事業への市民参画の規定要因分析
生涯学習関連事業の計画・展開・評価に関する市民参画の経験者は、上記のように市民
の約30％を占めることが示された。そうした市民参画の経験は、市民自身のいかなる個人
的要因に規定されて、その生起が左右されるのだろうか。
ここでは規定要因の分析にあたり、まず事前分析として３６要因と各段階の参画経験の有

無とのクロス分析を行った。カイ自乗検定の結果、有意水準５％未満で有意差の認められ
る要因は、計画段階では３６要因中２１要因、展開段階では２４要因、評価段階では１７要因
であった5)。市民参画の経験の有無は、市民の個人的要因との関連がかなり認められる。
それらの事前分析を踏まえ、本研究では市民参画に対する市民の個人的要因の影響を調

べるため、市民参画の経験(HI)を基準変数とし、個人の属性要因〃(XI,…〃)、就労条
件要因〃(Xp,XIO入家庭・家族関連要因〃伽I,…"叺家や居住地域の学習環境要因
脚伽＆〃臥学習資源の活用能力に関する要因〃(遡0,…遡玖クゞﾙｰﾌﾟ･ｻｰｸﾙ活動経験要
因〃(剛,…W入生涯学習への意識･行動関連要因〃7(X34,…〃6ﾉを説明変数とするロ
ジスティック回帰分析を行った。すなわち、過去の市民参画Ｊに対してそれらの参画経験
がある（Ｈﾉｰ〃と反応する確率は、以下であると仮定する。

１R("'='|U''U2'U''U4'U''U.'U7)=,+exp{-g(U,,U2,=,[/4,U,,U.,U7)}
３６ここで、Xp{-g(U,,Uz,U3,U4,U,,U6,U7)}=pb+ZAX,である。
ｊ＝１

-５ -

- - - - - - - - - - - 実数 ％
1.計画段階への市民参画の経験あり 326 12.5
2.展開段階への市民参画の経験あり 261 10.0
3.評価段階への市民参画の経験あり 9１ 3.5
4.市民参画の経験なし 1853 70.9
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第４表に示すロジステイック回帰分析は、モデル１からモデル３がそれぞれに計画、展
開、評価段階への市民参画の経験を基準変数とし、上述のクロス分析の結果、関連の認め
られた個人的要因を説明変数として尤度比によるステヅプワイズ法を用いた分析結果を示
している｡表中には規定力の認められる要因のパラメータとオッズ比､及びオッズ比の９５％
信頼区間の上限と下限を示した。検定の結果３つのモデルはいずれもデータとの当てはま
りが良く、析出された６～７要因によって市民参画の生起を予測可能であることが明らか
となった6)。
各要因のオッズ比を見ると、個人的要因には市民参画にプラス効果を有する要因とマイ
ナス効果を有する要因の存在が分かる。以下では規定力の強い要因の特徴を、それが市民
参画に対しプラス効果を有するかマイナス効果を有するかに大別してより詳細に検討する。
（３）生涯学習関連事業への市民参画を規定する市民の個人的要因の特徴
計画、展開、評価の各段階への参画経験に対して規定力認められる要因を要因群別に示
してみると第１図～第３図になる。ここではプラス効果を有する要因を図の左側に、反対
にマイナス効果を有する要因を図の右側に配置した。計画段階の市民参画にはプラス効果
の要因の影響が強くみられ、展開段階や評価段階の市民参画にはプラス効果要因とマイナ
ス効果要因の双方の影響力が確認された。
まず市民の生涯学習関連事業の計画、展開、評価段階への参画経験に対し、強いプラス

効果要因としては「公的生涯学習関連事業への参加」があげられる。同様に「子供会・自
治会役員などの活動」や「福祉・教育・環境などのボランティア活動」などの過去のグル
ープ・サークル活動経験は、市民参画を強く規定するプラス効果要因である。それらはい
ずれも３段階の市民参画に強い規定力を有している。
計画段階の場合に特徴的な要因は「時間的資源の活用能力」の学習資源活用能力に関す
る要因や、属性要因の「自営業」がある。忙しい時間をやりくりして自由時間が確保でき
ると自覚する者ほど計画段階への参画経験があり、職種は自営業の場合に行われやすい。
時間をうまく使える者が市民参画に有利である実態を反映する分析結果といえよう。

属 性 要 因
、
／一一麗集：自営案

クループ・サークル活動要因

子供会・自治会役貝等のク・ルーフ・活動
福祉・敏冑・斑境等のボランティア活動 計 画 段 階 へ の

- 参 画 経 験学習資源活用能力に関する要因

時 間 的 麦 麗 の 活 用 能 力

生涯学習への意議・行動要因

公的生迩学習関連事案への参加

第１図計画段階の参画経験を規定する市民の個人的要因

- ７ -
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